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規 則

北海道動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

北海道動物の愛護及び管理に関する条例施行規則（平成 年北海道規則第 号）の一部
を次のように改正する。
別記第５号様式（表）中
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に改める。
附 則

この規則は、平成 年６月１日から施行する。
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次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ア 生体情報モニター 一式
イ デジタル 線テレビ 一式
ウ 電子顕微鏡 一式
調達をする物品の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 日 平成 年８月 日
納 入 場 所 札幌市手稲区金山１条１丁目 番６

北海道子ども総合医療・療育センター
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。
当該調達物品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者で
あること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年５月 日から６月１日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ればならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道保健福祉部福祉局障害者保健福祉課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道保健福祉部福祉局障害者保健福祉課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館西棟５階９号会

議室（送付による場合は、郵便番号 札幌市中央区
北３条西６丁目 北海道保健福祉部福祉局障害者保健福祉課）

入 札 日 時
ア 平成 年６月 日 午前９時 分
イ 平成 年６月 日 午前 時
ウ 平成 年６月 日 午前 時 分
（送付による場合は、平成 年６月 日までに必着）
開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 北海道保健福祉部福祉局障害者保健福祉課
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及びそれぞれの重量に見
合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、契約に関する事務
を担当する組織に申し込むこと。
重量：１の のアに係る分 グラム

１の のイに係る分 グラム
１の のウに係る分 グラム

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
有効な入札をした者のうち、入札金額が北海道病院事業の財務に関する特例を定める規
則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定によりその例によることとされる
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めた予定価
格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とす
る。
９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道保健福祉部福祉局障害者保健福祉課
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所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北３条西６丁目
電話番号

．
．
．
．

．
．
．
．

．

北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札者に係る物品等の名称及び数量

物品の名称
牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キット
（フレライザ （マイクロチューブ及び破砕ビーズ 検体分を含む。））
数量（調達予定数量）
死亡牛 頭について牛海綿状脳症対策特別措置法（平成 年法律第 号）第６条

に基づく検査に必要とされる検査セット数
２ 落札を決定した日
平成 年３月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 大槻理化学株式会社
住 所 北見市卸町１丁目６番地２

４ 落札金額
１セット当たりの単価 円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年２月２日付け北海道告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道農政部食の安全推進局畜産振興課
所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品等の名称及び数量

物品の名称
ヨーネ菌分離用培地（ヨーネ菌用培地「共立」）（８ ／瓶× 瓶／箱）
数量（調達予定数量） 箱

２ 落札を決定した日
平成 年３月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 丸善薬品株式会社
住 所 北広島市大曲工業団地６丁目２番地

４ 落札金額
１箱当たりの単価 円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年２月２日付け北海道告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道農政部食の安全推進局畜産振興課
所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第 号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量
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ヨーネライザ （ 検体／キット）
数量（調達予定数量） キット

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成 年３月 日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
氏 名 丸善薬品株式会社
住 所 北広島市大曲工業団地６丁目２番地

４ 随意契約に係る契約金額
１キット当たりの単価 円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
号）第 条第１項第１号の規定による。

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道農政部食の安全推進局畜産振興課
所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、次のとおり土地改良区
の役員の就任及び退任の届出があった。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
余市土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成 理 事 上 野 盛 余市郡余市町美園町 番地７
同 同 同 内 田 豊 明 同 梅川町 番地２
同 同 同 西 澤 義 治 同 仁木町砥の川 番地
同 同 同 三 浦 敏 幸 同 北町６丁目８番地８
同 同 同 池 田 裕 之 同 余市町梅川町 番地１
同 同 同 大 西 豊 同 豊丘町 番地
同 同 同 神 一 同 豊丘町 番地
同 同 同 武 市 芳 清 同 美園町 番地
同 同 同 那 須 正 弘 同 沢町 番地
同 同 同 広 瀬 寿 夫 同 山田町 番地

同 同 同 宮 野 安 民 同 豊丘町 番地
同 同 同 西 條 正 昭 同 仁木町旭台 番地
同 同 監 事 佐 藤 勉 同 余市町豊丘町 番地
同 同 同 井 内 宏 文 同 仁木町旭台 番地
同 同 同 加 藤 光 一 同 余市町美園町 番地
退 任 同 理 事 上 野 盛 同 美園町 番地７
同 同 同 内 田 豊 明 同 梅川町 番地２
同 同 同 田 中 壽 雄 同 仁木町旭台 番地
同 同 同 三 浦 敏 幸 同 北町６丁目８番地８
同 同 同 池 田 裕 之 同 余市町梅川町 番地
同 同 同 大 西 豊 同 豊丘町 番地
同 同 同 神 一 同 豊丘町 番地
同 同 同 武 市 芳 清 同 黒川町５丁目 番地
同 同 同 那 須 正 弘 同 沢町 番地
同 同 同 広 瀬 寿 夫 同 山田町 番地
同 同 同 宮 野 安 民 同 豊丘町 番地
同 同 同 西 澤 義 治 同 仁木町砥の川 番地
同 同 監 事 佐 藤 勉 同 余市町豊丘町 番地
同 同 同 三 浦 主 同 仁木町砥の川 番地２
同 同 同 土 井 考 司 同 美園町 番地
池田土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成 理 事 川 添 保 徳 中川郡池田町字利別西町 番地
同 同 同 武 田 茂 同 字千代田 番地の５
同 同 同 野 上 清 司 同 字東台 番地
同 同 同 小 南 和 夫 同 字信取 番地の２
同 同 同 神 谷 雅 之 同 字豊田 番地の３
同 同 同 野 尻 修 二 同 字千代田 番地の１
同 同 同 石 田 勉 同 字千代田 番地の２
同 同 同 森 田 悦 典 同 字東台 番地
同 同 同 稲 毛 康 晴 同 字東台 番地の
同 同 監 事 若 林 直 樹 同 字豊田 番地の５
同 同 同 村 田 謙 二 同 字千代田 番地の３
同 同 同 村 瀬 徹 洋 同 字東台 番地
退 任 同 理 事 久 保 恵 昭 同 字東台 番地
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退 任 平成 理 事 川 添 保 徳 中川郡池田町字利別西町 番地
同 同 同 近 藤 公 治 同 字千代田 番地
同 同 同 野 上 清 司 同 字東台 番地
同 同 同 武 田 茂 同 字千代田 番地の５
同 同 同 石 田 勉 同 字千代田 番地の２
同 同 同 上 田 繁 法 同 字青山 番地の５
同 同 同 小 南 和 夫 同 字信取 番地の２
同 同 同 稲 毛 康 晴 同 字東台 番地の
同 同 監 事 村 瀬 博 史 同 字昭栄 番地
同 同 同 若 林 直 樹 同 字豊田 番地の５
同 同 同 池 内 勝 美 同 字千代田 番地の３
浜益土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成 理 事 野 村 賢 一 石狩市浜益区柏木 番地５
同 同 同 袴 田 勝 同 実田 番地の１
同 同 同 野 村 武 美 同 柏木３番地
同 同 同 河 野 幹 男 同 実田 番地２
同 同 同 山 明 雄 同 柏木 番地
同 同 監 事 笹 賢 一 同 柏木 番地１
同 同 同 大 沼 彰 同 川下 番地
退 任 同 理 事 袴 田 明 雄 同 実田 番地８
同 同 同 袴 田 勝 同 実田 番地の１
同 同 同 山 本 義 春 同 川下 番地
同 同 同 山 明 雄 同 柏木 番地
同 同 同 野 村 武 美 同 柏木３番地
同 同 同 笹 賢 一 同 柏木 番地１
同 同 同 湯 浅 春 男 同 柏木 番地
同 同 同 河 野 幹 男 同 実田 番地２
同 同 監 事 越智 伊勢太郎 同 柏木８番地
同 同 同 北 村 文 治 同 川下 番地の３
同 同 同 野 村 賢 一 同 柏木 番地５

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 土 地 改 良 区 名
平成 蘭越土地改良区
同 新篠津土地改良区
同 浜益土地改良区
同 厚沢部土地改良区

留辺蘂土地改良区
退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成 理 事 高 井 健 一 北見市留辺蘂町旭西 番地

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次の土地改良施設
に係る管理規程を認可した。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
土地改良区名 土地改良施設名 管 理 規 程 の 概 要
蘭越土地改良区 富 岡 頭 首 工 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。
同 白井川頭首工 同
同 三 笠 頭 首 工 同
同 名 駒 頭 首 工 同
江差土地改良区 鶉 頭 首 工 同

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成 年５月 日から 日間、一般の縦覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に

基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
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地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
弥 生 第 １ 経営体育成基盤整備（区画整理、農業用用排水、暗きょ、客土） 北海道空知支庁
花 月 第 ２ 同 （区画整理、農業用用排水、暗きょ） 同
総 進 同 同
多 度 志 西 同 同
多 度 志 東 同 同
幌 加 内 南 中山間地域総合整備（ほ場整備、農業用用排水、暗きょ） 同
訓 子 府 西 畑地帯総合整備［担い手支援型］（農業用用排水、暗きょ、土層改良、 北海道網走支庁

農用地造成、農地保全）
常 呂 日 吉 畑地帯総合整備［担い手支援型］（農業用用排水、暗きょ、土層改良） 同
常呂第２豊川 畑地帯総合整備［担い手支援型（単独土層改良）］（暗きょ、土層改良） 同

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第５項において準用する同法第 条第１
項の規定により、平成 年４月 日、池田町の行う土地改良（高島地区基盤整備促進［基盤
整備］（農業用用排水））事業の施行に同意した。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

協定の適用を受ける。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項

調達をする特定役務の名称及び数量
漁業取締船ほくと上架修理工事 一式
調達をする特定役務の仕様等 入札説明書による。
履 行 期 日 平成 年８月３日
履 行 場 所 造船所

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号に規定する船舶の建造又は修理の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
総トン数 トン型船舶（鋼船）の修理の能力を持っていること。
造船所内に乾ドック又は乾ドックに準ずる設備（特種上架台及び斜路）を有し、かつ、
認定を受けたアルミ修繕技術者を有すること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年５月 日から 日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道水産林務部水産局漁業管理課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道水産林務部水産局漁業管理課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁 階１号会議室（送

付による場合は、郵便番号 札幌市中央区北３条西
６丁目 北海道水産林務部水産局漁業管理課）

入 札 日 時 平成 年６月 日 午後２時（送付による場合は、必着）
開 札 場 所 に同じ。

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のとおり土地改
良事業の工事の完了の届出があった。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
事 業 主 体 名 地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
む か わ 町 旭 岡 １ 災害復旧（農業用施設） 平成
同 旭 岡 ２ 同 同
同 穂 別 栄 同 同
鵡川土地改良区 生 田 同 同
同 花 岡 同 同
同 穂別和泉 同 同

北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する
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開 札 日 時 に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、北海道水産林務部水
産局漁業管理課に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 及び によるほか、次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道水産林務部水産局漁業管理課
イ 所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北３条西６丁目

電話番号
前金払いは、契約金額の４割に相当する額以内で行う。

．

．
．

２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 農道用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道十勝支庁産業振興部林務課及び士幌町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保 標津郡中標津町（次の図に示す部分に限る。）
安林の所在場所

２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道根室支庁産
業振興部林務課及び中標津町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 河東郡士幌町字士幌 の９（次の図に示す部分に限

る。）

北海道告示第 号

建設業法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次のとおり廃業等の届出
のあった建設業の許可を取り消した。
「次のとおり」は、省略し、その住所等は北海道建設部建設管理局建設情報課に備え置い
て縦覧に供する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 許可の全部廃業
商 号 又 は 名 称 建設業の許可の番号 処分年月日
株式会社 あ す な ろ サ ッ ポ ロ 般 石第 号 平成
丸 惣 建 設 株 式 会 社 般・特 石第 号 同
株式会社 光泉インダストリー 般 石第 号 同
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ヤ ハ タ 小 川 環 境 株 式 会 社 般 石第 号 平成
北 建 設 備 株 式 会 社 特 石第 号 同
太 陽 電 設 株 式 会 社 特 石第 号 同
株式会社 日 動 般 石第 号 同
有限会社 ホームテックイサノ 般 石第 号 同
有限会社 上 須 賀 工 務 店 般 石第 号 同
常 光 建 設 株 式 会 社 般・特 石第 号 同
株式会社 ほくでんライフシステム 特 石第 号 同
株式会社 タカノ特殊土木開発 般 石第 号 同
株式会社 北 昭 建 設 般 石第 号 同
長 倉 建 設 般 渡第 号 同
有限会社 山 口 塗 装 工 業 般 渡第 号 同
有限会社 東 興 電 気 工 業 所 般 渡第 号 同
伊 賀 板 金 工 業 所 般 後第 号 同
北 成 建 設 株 式 会 社 般 空第 号 同
川 西 建 設 株 式 会 社 般 空第 号 同
沼 田 産 興 株 式 会 社 般・特 空第 号 同
株式会社 森 脇 組 般・特 空第 号 同
有限会社 浅 谷 工 務 所 般 空第 号 同
竹 内 建 設 般 空第 号 同
有限会社 近 代 建 装 般 上第 号 同
株式会社 オ ノ デ ラ 般 上第 号 同
有限会社 大 興 建 設 般 留第 号 同
株式会社 北 海 燃 油 商 会 般 宗第 号 同
株式会社 北 紋 建 設 特 網第 号 同
株式会社 箱 崎 般・特 網第 号 同
株式会社 北 海 道 オ ー ク 般 胆第 号 同
株式会社 岡 本 土 建 般 胆第 号 同
株式会社 成 田 建 設 特 胆第 号 同
富 士 設 備 有 限 会 社 般 釧第 号 同
有限会社 坪 井 建 設 般 釧第 号 同
株式会社 八 興 建 設 般 釧第 号 同
内 海 建 設 株 式 会 社 般 釧第 号 同
久 保 建 設 般 根第 号 同

２ 許可の一部廃業

商 号 又 は 名 称 建設業の許可の番号 処分年月日
株式会社 富 士 防 災 シ ス テ ム 般 石第 号 平成
有限会社 ワ イ エ ス デ ィ 般 石第 号 同
株式会社 ヨ シ カ タ 特 石第 号 同
豊 水 工 業 株 式 会 社 般 石第 号 同
株式会社 アクリア・ジャパン 般 石第 号 同
札 幌 中 島 塗 装 株 式 会 社 特 石第 号 同
株式会社 キ ム ラ 工 業 特 石第 号 同
株式会社 手 稲 ガ ラ ス 般 石第 号 同
株式会社 進 栄 機 工 般 石第 号 同
明 和 工 業 株 式 会 社 般 渡第 号 同
株式会社 ア ク ト 般 渡第 号 同
有限会社 安 田 建 設 般 上第 号 同
株式会社 大 野 組 特 上第 号 同
谷 口 建 設 株 式 会 社 般 上第 号 同
サ ワ ス イ 有 限 会 社 般 留第 号 同
株式会社 柳 商 事 般 宗第 号 同
株式会社 丸 田 組 特 網第 号 同
鈴 木 工 業 株 式 会 社 特 網第 号 同
株式会社 竹 澤 組 特 網第 号 同
株式会社 辻 組 般・特 網第 号 同
株式会社 渡 辺 組 特 網第 号 同
大 谷 産 業 株 式 会 社 特 胆第 号 同
磯 松 建 設 株 式 会 社 般 胆第 号 同
太 平 電 気 株 式 会 社 般 胆第 号 同

道 監 査 委 員 告 示

北海道監査委員告示第１号

地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条の 第２項の規定により、包括外部監査の事
務を補助する者に関する事項について次のとおり告示する。
（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、監査委員事務局総務課に備え置いて一般の
縦覧に供する。）
平成 年５月 日

北海道監査委員職務執行者 橋 由紀雄
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北海道監査委員職務執行者 加 藤 唯 勝
北 海 道 監 査 委 員 宮 間 利 一
北 海 道 監 査 委 員 見 野 全

道 監 査 委 員 公 表

監査公表第４号

地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条の 第５項の規定に基づき、平成 年３月
日、包括外部監査人中嶋恭介から、監査の結果に関する報告の提出があったので、同法第
条の 第３項の規定により次のとおり公表する。
（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、監査委員事務局総務課に備え置いて一般の

縦覧に供する。）
平成 年５月 日

北海道監査委員職務執行者 橋 由紀雄
北海道監査委員職務執行者 加 藤 唯 勝
北 海 道 監 査 委 員 宮 間 利 一
北 海 道 監 査 委 員 見 野 全
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